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新型インフルエ
ンザ等感染症

一類感染症 二類感染症 三類感染症 四類感染症 五類感染症 指定感染症

規定されている疾病名

新型インフルエン
ザ・
再興型インフルエ
ンザ・
新型コロナウイル
ス感染症・
再興型コロナウイ
ルス感染症

エボラ出血熱・
ペスト・
ラッサ熱 等

結核・ＳＡＲＳ
鳥インフルエンザ
（Ｈ５Ｎ１） 等

コレラ・
細菌性赤痢・
腸チフス 等

黄熱・鳥インフルエ
ンザ（Ｈ５Ｎ１
以外） 等

インフルエンザ・
性器クラミジア
感染症・梅毒等

※政令で指定
（現在は該当な
し）

疾病名の規定方法 法律 法律 法律 法律 法律・政令 法律・省令 政令

疑似症患者への適用 ○ ○
○

（政令で定める
感染症のみ）

－ － －

具体的に適用す
る規定は、

感染症毎に政令
で規定

無症状病原体保有者への適用 ○ ○ － － － －

診断・死亡したときの医師による届出
○

（直ちに）
○

（直ちに）
○

（直ちに）
○

（直ちに）
○

（直ちに）
○

（７日以内）

獣医師の届出、動物の輸入に関する措置 ○ ○ ○ ○ ○ －

患者情報等の定点把握 － －
△

(一部の疑似症のみ)
△

(一部の疑似症のみ)
△

(一部の疑似症のみ)
○

積極的疫学調査の実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○

健康診断受診の勧告・実施 ○ ○ ○ ○ － －

就業制限 ○ ○ ○ ○ － －

入院の勧告・措置 ○ ○ ○ － － －

検体の収去・採取等 ○ ○ ○ － － －

汚染された場所の消毒、物件の廃棄等 ○ ○ ○ ○ ○ －

ねずみ、昆虫等の駆除 ○（※） ○ ○ ○ ○ －

生活用水の使用制限 ○（※） ○ ○ ○ － －

建物の立入制限・封鎖、交通の制限 ○（※） ○ － － － －

発生・実施する措置等の公表 ○ － － － － －

健康状態の報告、外出自粛等の要請 ○ － － － － －

都道府県による経過報告 ○ － － － － －

※ 感染症法44条の4に基づき政令が定められ、適用することとされた場合に適用（新型コロナウイルス感染症については適用なし）

感染症法に基づく主な措置の概要
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分類 規定されている感染症 分類の考え方

一類感染症
エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱
等

感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が極めて高い感染症

二類感染症

結核、SARS、MERS、

鳥インフルエンザ（H5N1、
H7N9） 等

感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が高い感染症

三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸チフス 等 特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症

四類感染症 狂犬病、マラリア、デング熱 等 動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染する感染症

五類感染症
インフルエンザ、性器クラミジア感
染症 等

国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国
民一般や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・まん延
を防止すべき感染症

新型インフルエ
ンザ等感染症

新型インフルエンザ、再興型インフ
ルエンザ、新型コロナウイルス感染
症、再興型コロナウイルス感染症

・インフルエンザ又はコロナウイルス感染症のうち新たに人から人に伝
染する能力を有することとなったもの

・かつて世界的規模で流行したインフルエンザ又はコロナウイルス感染
症であってその後流行することなく長期間が経過しているもの

指定感染症 ※政令で指定
現在感染症法に位置付けられていない感染症について、１～３類、新型
インフルエンザ等感染症と同等の危険性があり、措置を講ずる必要があ
るもの

新感染症
人から人に伝染する未知の感染症であって、り患した場合の症状が重篤
であり、かつ、まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与える
おそれがあるもの

感染症法の対象となる感染症の分類と考え方
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ
及び判断に当たっての考慮要素について

【法律上の定義】

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）
（定義等）

第六条 （略）
２～６ （略）
７ この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一・二 （略）
三 新型コロナウイルス感染症（新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染
症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延に
より国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。）

四 （略）
８～24 （略）

【判断に当たっての考慮要素】

以下の考慮要素を踏まえ、上記「新型インフルエンザ等感染症」の定義への該当性を総合的に判断。

○ 病原性（重篤性）

オミクロン株においても季節性インフルエンザよりも致死率が高いとされているが、累積患者数の増加、ワクチン接種の

進展、治療薬の普及などを踏まえ、現時点における病原性についてどのように考えるか

○ 感染力

オミクロン株は感染力が強いとされているが、累積患者数の増加等を踏まえて、現時点における感染力についてどのよう

に考えるか

⇒上記による「国民への影響」をどのように考えるか

○ 今後の変異の可能性

直近では抗原性の変異が主体となっているが、病原性が大きく上がるような変異の可能性についてどのように考えるか

○ 上記のほか、判断にあたって留意すべき点

病原性（重篤性）と感染力を踏まえ、どのように医療で受け止めていくことが考えられるか
3
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患者や医療体制への支援

行政機関の体制（新型インフル特措法に基づく対応）

行動制限等の措置

政府対策本部設置
都道府県対策本部設置

 飲食店への営業時間短縮等の要請
（まん延防止等重点措置）

 酒類を提供する飲食店等に対する休業要請
 イベント等の開催制限、施設の使用制限等の要請
 不要不急の都道府県間の移動の自粛要請
（緊急事態措置）

 濃厚接触者の外出制限

 病態に応じて入院、自宅療養又は
宿泊療養を行う

※診断した医師の届出により行政が把握

※療養中は外出制限、就業制限、行政からの
健康観察を受ける
※公共交通機関の利用自粛を含む

 発熱時には、予約等を行い発熱外来へ
 薬局でキットを購入し自己検査

 マスク着脱、三密回避、換気など
基本的感染対策の徹底

新型コロナウイルス感染症対策として現在実施する主な措置・支援・体制

※緑色は感染法上の「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられていることにより実施可能な法律上の措置（疑似症・無症状患者にも適用）

法
律

協
力

法
律

法
律

協
力

法
律外来医療

入院医療

自宅療養等

患者

体制

患者

体制

患者

体制

予
算

予
算

予
算

予
算

 基本的対処方針を定める
 政府対策本部長の総合調整権限
 臨時の医療施設の設置
 知事による協力要請（再掲）
 まん延防止等重点措置（再掲）
 緊急事態措置（再掲）

法
律

 受診相談窓口
 コロナ検査キットの確保
 治療薬の確保・供給
 発熱外来の指定・公表
 院内感染対策

 検査費用の自己負担分を公費負担

 入院医療費の自己負担分を公費負担

 入院調整（G-MIS等による情報共有含む）

 病床確保等に要する費用の補助
 院内感染対策

 自宅療養中の健康管理や食事配送
等に要する費用の補助

 外来・在宅医療費の自己負担分を公費負担

 健康ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟｾﾝﾀｰ等の整備に要する
費用補助

 往診・電話オンライン診療の特例
 宿泊施設の確保費用の補助
 高齢者施設等での療養支援

※このほか、診療報酬において、外来医療、入院医療等に対する特例的な評価を実施

有
症
状
者
・
患
者

濃
厚
接
触
者

国
民
全
般

 ｸﾗｽﾀｰ対策や高齢者施設の一斉検査
 コロナ検査キットのOTC化

早期発見等

感染症法

感染症法

新型インフル
特措法

法
律

新型インフル
特措法

法
律

新型インフル
特措法

感染症法

感染症法

 イベント開催時の感染防止安全計画の策定等
の要請など感染防止策への必要な協力の要請
（知事による協力要請）

法
律

新型インフル
特措法
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新型コロナウイルス感染症に係る感染症法上の主な措置の変遷

初期段階
（病原性等が不明）

○
患者情報等を詳細に全例届出

○
詳細な疫学調査を全例実施

○
全ての患者

○
全ての患者・濃厚接触者

最大14日間

○
在宅療養者に対して、保健所
等から直接電話等で連絡

現在
（病原性等が一定程度判明）

△
様式を大幅に簡素化し、
届出は４類型に限定

△
高齢者施設等に限定

△
高齢者等に重点化

△
患者は最大７日間（有症状）

濃厚接触者は家庭内等に
限定し、最大５日間

△
対象を重点化し、
ICTも活用して対応

○
入国時検査、施設での隔離等

ー

（参考）
季節性インフルエンザ

△
定点観測等

△
高齢者施設等必要に応じて実施

×
（法律上、適用できない）

×
（患者の自主的な対応等へ）

×
（法律上、適用できない）

感染者の全数把握

積極的疫学調査

在宅療養者への
健康観察等

入院措置・勧告

患者・濃厚接触者
の行動制限

△
ほとんどの水際措置を緩和

○

水際措置（検疫）

ワクチン・治療薬
の開発状況

×
（法律上、適用できない）

○
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感染症対策における感染症法と新型インフル特措法の位置づけ

 感染症法

• 感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関し必要な措置を規定

• 感染症の発生予防及びまん延防止により
公衆衛生の向上及び増進を目的

 新型インフル特措法

• 迅速な初動対応のための体制や、経済社会
全体にわたる総合的な対策を統一的に講じる
ために必要な措置を規定

• 国民の生命及び健康の保護、国民生活及び
国民経済に及ぼす影響の最小化を目的

・新型インフルエンザ等感染症
・指定感染症※当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、

かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの

・新感染症※全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの

・一類感染症、二類感染症、三類感染症、
四類感染症、五類感染症
・新型インフルエンザ等感染症

新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、

新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症

・指定感染症
・新感染症

⇒全国的かつ急速にまん延し、かつ、病状の程度
が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び
国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある

＜感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律＞
（目的）
第一条 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し
必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の
防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
（定義等）
第六条
７ この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染
性の疾病をいう。
三 新型コロナウイルス感染症（新たに人から人に伝染する能力を有すること
となったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該
感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急
速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
と認められるものをいう。）

＜新型インフルエンザ等対策特別措置法＞
（目的）
第一条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新
型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状
の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及
ぼすおそれがあることに鑑み、（略）、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図
り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並
びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
（定義）
第二条
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等
感染症（略）、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症（第十四条の報告に係
るものに限る。）及び感染症法第六条第九項に規定する新感染症（全国的かつ急速
なまん延のおそれのあるものに限る。略）をいう。

第 ２ １ 回 （ R 4 . 1 2 .９ ）
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染症 対 策分 科 会
資 料 ５ － ３ （ 事 務 局 提 出資 料 ）
※厚生労働省において一部修正

6



7

●感染症法上の対策（「新型インフルエンザ等感染症」としての対策）

全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
と認められる

●特措法に基づく政府対策本部の設置・廃止

（設置）病状の程度が季節性インフルエンザに比しておおむね同程度以下である
と認められる場合を除き、設置

（廃止）病状の程度が季節性インフルエンザに比しておおむね同程度以下である
ことが明らかとなったとき、又は、新型インフルエンザ等感染症と認められな
くなった時に廃止

新型コロナウイルス感染症に対する感染症法及び特措法に基づく対策の要件比較

基本的対処方針に
基づく対策
（特措法第24条９項
に基づく要請）

医師の届出、入院
勧告・措置など感染
症法上の措置（感
染症法第12条、第
19条等）、特措法に
基づかない呼びか
け

対応する感染拡大
防止措置

・肺炎、多臓器不全又は脳症その他の重篤な症例の発生頻度が、季節
性インフルエンザに比して相当程度高いと認められる

●特措法に基づく緊急事態措置・まん延防止等重点措置

【まん延防止等重
点措置】
飲食店の時短要請、
外出・移動の自粛
要請等（特措法第
31条の６）

【緊急事態措置】
飲食店の時短要請、
施設の使用制限、
催物の開催制限、
外出・移動の自粛
要請等（特措法第
45条）
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参照条文
＜新型インフルエンザ等対策特別措置法＞
（新型インフルエンザ等の発生等に関する報告）

第十四条 厚生労働大臣は、感染症法第四十四条の二第一項若しくは第四十四条の六第一項の規定により新型インフルエンザ等感染症
若しくは新感染症が発生したと認めた旨を公表するとき、又は感染症法第六条第八項に規定する指定感染症が、当該疾病にかかった場合
の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと認めたときは、内閣総理大臣に対し、当該新型インフル
エンザ等の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度その他の必要な情報の報告をしなければならない。

（政府対策本部の設置）
第十五条 内閣総理大臣は、前条の報告があったときは、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症
法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除
き、(略） 臨時に内閣に新型インフルエンザ等対策本部（以下「政府対策本部」という。）を設置するものとする。

（政府対策本部の廃止）
第二十一条 政府対策本部は、第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六
項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染
症法第四十四条の二第三項の規定による公表がされ、若しくは感染症法第六条第八項若しくは第五十三条第一項の政令が廃止されたと
きに、廃止されるものとする。

（新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等）
第三十一条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等（国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるも
のとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。）が国内で発生し、特定の区域において、
国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発
生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。

＜新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令＞
（新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態の要件）
第五条の三 法第三十一条の四第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等に
かかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、感染症法第六
条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められることとする。
２ （略）
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